
令和 8年 3月 18日 

郡市区等医師会 御中 

一般社団法人 大阪府医師会 

( 公 印 省 略 ) 

 

 

令和 8年度以降の「リモート署名サービス」利用について（周知） 

 

平素は本会事業に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、標題の件につき、日本医師会より連絡および周知依頼がありました。 

 

本通知は、電子処方箋発行時の電子署名時に MEDIS のリモート署名サービスを利用している方を

対象としておりますので、ご了承のうえご一読ください。 

 

電子処方箋を発行するためには、HPKI の署名サービスの利用が必須ですが、令和７年 4 月から、

一般財団法人医療情報システム開発センター（MEDIS）が提供する「リモート署名サービス」の利用

料が有料となっています。 

それを受け、IC カード不足に伴う医師資格証発行の一時停止中でもあったことから、電子処方箋

発行の体制を整えていただいた医療機関にご迷惑がかからないよう、令和7年度の利用料について、

日医 A①会員に対する一部補助を、日本医師会が実施しています（令和 7年 3 月 28 日付本会通知）。 

その際、当該補助は令和７年度限りとご案内いたしましたとおり、令和８年度（本年 4月）以降、

「リモート署名サービス」を継続してご利用される場合には、規定どおり下表利用料が発生いたし

ます。 

 

※【参考】「リモート署名サービス」の利用料について 

種別 価格（税込） 

診療所 １１,０００円 

病院（400床未満） ５５,０００円 

病院（400床以上） １１０,０００円 

 

医師資格証（HPKIカード）現物をお持ちのリモート署名サービスをご利用の方で、令和 8年度以

降、利用料無く電子署名を行いたい場合は、リモート署名サービスをご解約のうえ、医師資格証（HPKI

カード）の ICカードを用いた「ローカル署名」のみへの切り替えをお願いいたします。 

 

リモート署名サービス解約に関しては、MEDIS/FINDEXが運営する「HPKIセカンド電子証明書利用

に関する情報」ホームページ（下記 URL もしくは二次元コードよりアクセス可能）において、「６．

途中解約について」をご参照のうえ、お手続きください。 

https://hp.hpki-cardless-signature.net/info_price.html  

 

 

 

 

ローカル署名への切り替え方法については、電子処方箋のシステムベンダーにお問い合わせくだ

さい。 

次ページへ続く 

 

https://hp.hpki-cardless-signature.net/info_price.html


現在、IC カードが入荷し、医師資格証発行を一時停止していた期間に申請いただいた医師を対象

に、医師資格証の発行を順次進めていますが、多くの先生にお待ちいただいている状況のため、す

べての先生のお手元に届くまでには、なお一定の時間を要する見込みです。 

ついては、「医師資格証（ICカード）の優先発行と申請書の改訂について」（令和 7年 12月 9日付

本会通知）でご案内のとおり、ローカル署名を利用している方、あるいは利用予定の方に限り、令和

7年 12月から医師資格証の優先発行を開始しております。 

令和８年度以降、「リモート署名サービス」を使用せず、ローカル署名方式で電子処方箋の発行を

予定されている医療機関については、下記の優先発行申請フォームから、お早めにお申し込みくだ

さい。 

 

【優先発行申請フォーム】 

https://form.jmaca.med.or.jp/usrjmaca/01/wrd/ 

 

 

 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、貴会管下の会員へ

の周知方につき、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

 

【リモート署名サービスについての問い合わせ】 

一般財団法人 医療情報システム開発センター 

（委託先：ファインデックス） 

https://hp.hpki-cardless-signature.net/  

※お電話での問い合わせは受け付けておりません 

 

【医師資格証発行についての問い合わせ先】 

公益社団法人日本医師会 電子認証センター 

電 話：03-3942-7050 メール：toiawase@jmaca.med.or.jp 

 

【ローカル署名への切り替えに関する問い合わせ先】 

お使いの電子処方箋のシステムベンダーへご確認ください。 

 

【担当理事より】 

令和７年度より、電子処方箋発行に際する電子署名の方式のうち「リモート署名サービス」の

利用が有料となっております。令和７年度は日本医師会より、A①会員に限り補助が出ておりま

したが、令和８年度以降は補助が打ち切られ規定どおりの利用料が発生いたします。 

医師資格証（HPKIカード）現物をお持ちのリモート署名サービスをご利用の方で、令和 8年

度以降、利用料無く電子署名を行いたい場合は、リモート署名サービスをご解約のうえ、医師資

格証（HPKIカード）の IC カードを用いた「ローカル署名」のみへの切り替えをお願いいたしま

す。 

 

 
大阪府医師会 

総務課企画室 ℡06-6763-7021 
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